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重要ポイント 

• IFRS第 15号は、全ての業界の全ての企業に対し、収益に関する規定を提供する単一の基

準書である。 

• IFRS第 15号は顧客との契約から生じる収益に適用される。また、2018年に適用され、

IFRSの従前の収益基準及び解釈（従前の IFRS）のすべてに置き換わったものである。 

• 当該基準は、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び

不確実性を利用者が理解するための助けとなるような詳細な開示を要求している。 

• 企業は、表示及び開示規定を満たすために必要となるデータを捕捉できるように、プロセス、

内部統制及びシステムを見直さなければならない可能性が高い。 
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1. 序説及び開示目的 

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）（以下、両審議会）により2014年

に公表された大部分についてコンバージェンスした新たな収益認識基準であるIFRS第15号「顧客との

契約から生じる収益」及び会計基準のコード化体系（ASC）第606号「顧客との契約から生じる収益」

（IFRS第15号と合わせて、以下「当該基準」という）は、顧客との契約から生じるすべての収益に関す

る会計処理を定めている（リースに対する基準など、他のIFRSや（米国会計基準）の適用範囲に含

まれる契約を除く）。当該基準により、実質的にIFRS及び米国会計基準におけるすべての収益認識

に関する規定が置き換えられ、また、当該基準は財又はサービスを顧客に提供する契約を獲得し履

行するために企業に発生するコストの会計処理を定めるとともに、有形固定資産など、一定の非金

融資産の売却から生じる利得及び損失の測定及び認識モデルについても定めている。 

両審議会はまた、従前の収益認識に関する開示は不十分であるとの批判に対処するため、包括的

かつ一貫性のある一連の開示規定を定めた。移行時に当該基準が適用されても収益の認識時期

及び金額にほとんど影響は生じなかった場合であっても、当該開示規定はすべての企業に適用さ

れる。当該基準の開示規定への対応は、移行時の重い課題であり、またその後の継続的な開示を

行うにあたっても引き続き課題となり得る。 

当該基準の開示目的は、「財務諸表の利用者が、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フ

ローの性質、金額、時期及び不確実性を理解できるようにする十分は情報」を提供することである。 

この目的を達成するため、企業は、顧客との契約、当該基準を適用する際に用いた重要な判断及

びその判断の変更、並びに契約を獲得し履行するためのコストから生じる資産に関する開示を提供

しなければならない1。 

企業は、この目的を達成するために十分な情報を提供しなければならないが、当該基準に定められる

開示は、最低限の要求事項のチェックリストとすることを意図したものではない。すなわち、企業は、関

連性のない、また重要ではない開示を行なう必要はない。さらに、他の基準に従って情報を開示してい

る場合には、企業は収益認識基準に従って当該情報を開示する必要はない。 

企業は、開示目的を達成するのに必要となる詳細さのレベル及びさまざまな規定のそれぞれにど

の程度の重きを置くべきかについて検討しなければならない。開示の集約及び分解のレベルにつ

いては、判断を要する。さらに、企業は、（重要とは言えない詳細な情報を大量に盛り込む、又は実

質的に異なる特性を有する項目を集約するなどして）有用な情報が不明瞭にならないようにする必

要がある。 

  

                                                                 
1 IFRS第 15号第 110項 
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弊社のコメント 

財務諸表の利用者が、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及

び不確実性を理解できるようにするという当該基準の開示目的が達成されているか否かを判断す

るため、企業は各報告期間においてその開示を見直す必要がある。たとえば一部の企業は、別個

の財又はサービスに対する支払いとはみなさず、よって取引価格を減額し、収益認識の金額及び

時期に影響をもたらすことになる多額の支払いを顧客に行うことがある。当該基準には、顧客に支

払った又は支払うことになる対価に関連する残高の開示を求める具体的な規定は存在しないが、

当該金額に重要性がある場合には、本開示規定の目的を満たすために、これらの取決めに関す

る定性的及び（又は）定量的情報を開示することが必要となる可能性がある。 

本書では、IASBの基準であるIFRS第15号に定められ、継続的に適用される表示及び開示規定に

ついて要約している。また、実際の開示例及び（又は）設例を用いて、IFRS第15号で求められる情

報を開示するために企業が用いることのできる様式についても説明している。 

本書で紹介している財務諸表から抜粋された開示例は、説明目的で掲載しているものであり、IFRS

又は現地の資本市場のルールなど、その他の規定に準拠しているかについては検討の対象として

いない。また、本書は企業による実際の開示例をまとめたものであり、ここで紹介している開示例

を、「ベスト・プラクティス」として示すことを意図しているわけでもない。さらに、本書における抜粋さ

れた開示例は、それが意図する目的を理解するために、当該財務諸表で開示されているその他の

情報と併せて読まれるべきある点に留意されたい。 

本書は、弊社の刊行物「Applying IFRS 「IFRS第15号 顧客との契約から生じる収益」」2（以下、

「IFRS第15号に関する刊行物」という）を補完するものであり、それと併せて読まれたい。 

企業が当該基準を適用している間、適用に関する論点が継続的に生じるであろう。したがって、本

書における弊社の見解は、新たな論点が特定されることにより変わる可能性がある。さらに、我々

が設例において記述している結論も、見解が変わることにより変更される可能性がある。設例と一

見同じように見える状況についての結論も、その背景にある事実及び状況の相違によって設例にお

ける結論が異なることもある。最新の収益認識に関する弊社の刊行物は弊社のウェブサイト

（https://www.eyjapan.jp/services/assurance/ifrs/index.html）を参照されたい。 

                                                                 
2当該印刷物の最新版は、https://www.eyjapan.jp/services/assurance/ifrs/index.html で入手可能である。 

https://www.eyjapan.jp/services/assurance/ifrs/index.html
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2. 従前のIFRSからの変更点 

IFRS第15号は従前のIFRSより詳細で明確な表示及び開示に関する規定を定めており、企業が期

中及び年次財務諸表に盛り込まなければならない開示量が増大する。規定の多くは、企業が従前

のIFRSの下で開示していなかった情報の開示を求めている。 

これまでの実務では、企業の財務諸表にもたらされる変化の性質とその程度は、企業の収益創出

活動の性質及びこれまでに開示していた情報の水準をはじめ、多くの要因に左右されるものであっ

た。下表は、IFRS第15号の適用時に生じた開示の変更を種類別にハイレベルにまとめているが、

すべてを網羅するものではない点に留意されたい。 

IFRS 15 の開示 従前の開示 変更点 

収益の分解 

（IFRS 15.114 – 115） 

IFRS 第 8 号「事業セグメント」

に従ってセグメントごと及び重

要な分類ごとの収益の開示 

• セグメント内でさらに分解 

• 複数の分類による分解 

契約残高 

（IFRS 15.116 – 118） 

注記又はその他（例えば、経

営者による説明（MD&A））に

おける重要な仕掛品及び繰延

収益に関する自主的な説明 

• 契約残高に関する新たな

定量的情報の開示 

• より規範的な規定による

文章による説明 

• すべての契約残高に適用 

履行義務 

（IFRS 15.119 – 120） 

注記又はその他（例えば、

MD&A）における「受注残」に

関する自主的な説明 

• 報告日時点におけるすべ

ての未充足の履行義務

の開示（実務上の簡便法

を適用しない場合） 

• 取引価格に含まれる金額

のみを含む 

重要な判断 

（IFRS 15.123 – 126） 

IAS 第 1 号第 122 項に従っ

て重要な判断に関する一般的

な開示 

• 収益認識の時期及び測

定を決定する際に行った

判断に関する、定性的及

び定量的な開示 

契約を獲得又は履行するため

のコストから認識した資産 

（IFRS 15.127 – 128） 

相当する明文の規定はない • 契約コストに係る資産の

残高及び償却（減損損失

を含む）に関する、定性的

及び定量的な開示 

会計方針の開示 

（IAS 1.117） 

重要な会計方針の開示 • 規定に変更はないが、企

業はその会計方針の開

示を改めて再評価する必

要があった 
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顧客との契約に関連する表示及び開示規定のすべてがIFRS第15号に定められている訳ではない。

たとえば企業は、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第34号「期中財務報告」も考慮する必要が

ある。 

また、IFRS第15号を適用する際に、企業は、会計方針の開示についてIAS第1号に従って再評価す

る必要もあった3。従前のIFRSでは、企業は、収益認識に関する方針について、短めかつ時として

「決まり文句」の画一的な開示を行っていた。従前の収益認識に関する規定に定められるガイダン

スの内容が限定的であることが、そうした簡素な開示が行われる一因となっていた。IFRS第15号の

規定の複雑さを考えると、IFRS第15号の適用範囲に含まれる収益及びコストに適用される方針は、

その説明がより難しくなり、企業はより実態に即した企業固有の、そしてより詳細な開示を提供しな

ければならない。 

弊社のコメント 

IFRS第15号は、企業の財務諸表、特に年次財務諸表に求められる開示量を大幅に増大させた。 

企業が期中及び年次財務諸表において求められる開示を最初に作成するにあたり、これまで以

上の取組みが必要であった。たとえば、多くの異なる製品を複数のセグメントで販売している一部

の企業は、開示を作成するのに必要となるデータの収集に困難を伴った場合もあろう。我々は、企

業が要求される情報を収集し、開示するための適切なシステム、内部統制、方針及び手続を今後

も継続的に整備していくことが重要であると考える。また、そうすることで、企業は今後も、状況の

変化に応じて継続的に開示を見直すことができるようにもなるであろう。 

  

                                                                 
3  IAS第 1号第 117項 
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3. 基本財務諸表における表示 

3.1 顧客との契約から生じる収益 

企業は顧客との契約に関し認識された収益の額を、他の源泉からの収益とは区別して、損益計算

書に表示、もしくは注記に開示しなければならない4。  

IFRS第15号は、収益の合計金額のうち一部（すなわち、顧客との契約から生じる収益）にのみ適用

される5。IFRS第15号は、収益を「企業の通常の活動過程で生じるもの」と定義しているが、一定の

収益創出契約（たとえば、リース）についてはその適用範囲から除外している6。2010年「財務報告

に関する概念フレームワーク」は、収益とは企業の通常の活動過程で生じ、売上や手数料、利息、

配当、ロイヤルティ、リース料7などさまざまな呼称で表されると述べている。IFRS第15号は企業に、

「顧客との契約から生じる収益」という用語を使用するよう明確に求めていない。したがって企業は、

IFRS第15号を適用する取引から生じる収益を説明するのにさまざまな用語を用いることができる。

しかし企業は、誤解を招くことがなく、また財務諸表の利用者に顧客との契約から生じる収益を他の

源泉からの収益と区別できるようにする用語を使用しなければならない。 

収益の分解に関する開示規定については、本書の4.1で説明している。 

Slater and Gordon社は2018年度の連結純損益計算書及びその他の包括利益計算書において、

IFRS第15号が適用されている顧客との契約から生じる収益とその他の収益とを区別して表示した。 

開示例 3.1a: Slater and Gordon社（2018年） オーストラリア 

 

 

                                                                 
4    IFRS第 15号第 113項（a） 
5    IFRS第 15号 BC28項 
6    IFRS第 15号付録 A及び IFRS第 15号第 5項 
7    2010 年「財務報告に関する概念フレームワーク」4.29（IFRS 第 15 号が発行された際に適用されている）。2018

年「財務報告に関する概念フレームワーク」BC4.96 を参照されたい。2018 年「財務報告に関する概念フレーム

ワーク」が発効する時点で（2020 年 1 月 1 日以降開始する年度から適用）、当該フレームワークには収益及び利

得と損失に関する説明はもはや含まれなくなるが、IFRS 第 15 号の収益の定義が変わることはない。つまり IASB

は、当該記述の削除により実務に変更が生じることはないと考えている。 
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Village Building社は2018年度の年次財務諸表で、連結損益計算書の先頭に、IFRS第15号に

従って認識した顧客との契約から生じる収益と、その他の収益（たとえば、賃貸料収入、配当）を同

じ表示科目で集約した金額を表示していた。その上で注記2において顧客との契約から生じた収益

とその他の収益とを区別して説明していた。 

開示例3.1b：The Village Building社（2018年） オーストラリア 
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Ferrovial社は、異なるアプローチを採用しており、顧客との契約に関する金額について注記で定性

的な開示を行っている。 

開示例 3.1c: Ferrovial社（2018年） スペイン 

 

IFRS第15号の適用対象の収益は、一部の企業（例えば、銀行及びその他の金融機関）にとって、

主な収益の発生源泉ではない場合がある。UBS Group社はIFRS第15号の適用対象の「報酬及び

手数料収入」について個別の表示項目として表示し、注記4においてそれをさらに分解して表示した。

収益の分解情報の開示についての詳細はセクション4.1を参照されたい。 

開示例 3.1d: UBS Group社（2018年） スイス 
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開示例 3.1d: UBS Group社（2018年） スイス 

 

他の基準で要求又は許容している場合を除き、IAS第1号「財務諸表の表示」は、損益計算書にお

いて収益と費用の相殺表示を認めていない8。 

IFRS第15号の取引価格の算定に関する規定を適用する際、企業が認識する収益には、たとえば

企業が顧客に対して提供する割引や数量リベートの支払いに伴う金額の相殺が反映される場合が

ある。同様に企業は通常の活動過程で、収益を生み出さないが主要な収益創出活動に付随する他

の取引を行うこともある。その表示が当該取引又はその他の事象の実質を反映する場合、IAS第1号

は、「そのような取引の結果を、収益を同じ取引について生じた関連する費用と相殺して表示する」

ことを要求している9。IAS第1号で取り上げられている例では、非流動資産の処分に係る利得及び

損失を、処分代金から、当該資産の帳簿価額及び関連する売却費用を控除して表示している10。 

 

                                                                 
8    IAS第 1号第 32項 
9    IAS第 1号第 34項 
10   IAS第 1号第 34項（a） 
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3.2 契約残高 

IFRS第15号は、貸借対照表において、以下の項目を区分表示するよう求めている11。 

• 契約資産: 顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利 

• 契約負債: 顧客に財又はサービスを移転する企業の義務のうち、企業が顧客から対価を受け

取っている（又は対価の金額の期限が到来している）もの 

• 債権: 無条件の対価を受け取る企業の権利（当該対価の支払期限が到来する前に時の経過だ

けが要求される場合には、対価に対する権利は無条件である） 

Bombardier社は、2018年度の年次財務諸表で、契約資産及び負債について、IFRS第15号の用

語を用いてこれらの金額を区分表示した。 

開示例 3.2a: Bombardier社（2018年） カナダ 

 

IFRS第15号は、企業が貸借対照表でこれらの用語について、異なる表現を用いることを許容して

いる。しかし企業は、財務諸表の利用者が対価を受け取る無条件の権利（債権）と対価を受け取る

条件付権利（契約資産）とを明確に区別できるよう十分な情報を開示しなければならない12。開示例

3.2bで示すように、Ferrovial社は、代替的な呼称を用いたアプローチを使用しており、その会計方

針に関する注記で、それらの用語がIFRS第15号で使用されている用語とどのように整合している

かを説明した。同社はまた、貸借対照表のどの表示科目（すなわち「販売及びサービスに関する営

業債権」）にそれらの残高が含まれているかについても記述している。同社は、注記4.2において、

貸借対照表における当該表示科目を分解し、契約資産（すなわち「実施された作業に関する請求

額」）を営業債権とは区別して開示した。 

                                                                 
11   IFRS第 15号第 105～107項 
12   IFRS第 15号第 109項 
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開示例3.2b: Ferrovial社（2018年） スペイン 

 

企業は、顧客との契約から生じる減損損失を、損益計算書の本表又は注記のいずれかで、その他

の減損損失と区別して開示しなければならない13。詳しい説明はIFRS15に関する刊行物のセクショ

ン10.1を参照されたい。 

                                                                 
13   IFRS第 15号第 107、113項（b） 
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3.2.1 流動又は非流動の区分表示 

貸借対照表を、一部金融機関のように、各費目をすべて流動性の順序に基づいて表示する場合を

除き、企業は、IFRS第15号の適用対象となる契約から生じる資産又は負債を、その貸借対照表に

おいて流動もしくは非流動のいずれかとして表示する必要がある。 

IFRS第15号は、その判断に関するガイダンスを提供していないため、企業はIAS第1号の規定を考

慮する必要がある。 

流動及び非流動の区分は、企業の営業循環期間の長さにより決まる。IAS第1号によると、企業の

営業循環期間は、加工に向けて資産を取得し、それが現金又は現金同等物として実現するまでの

期間をいう。企業の正常営業循環期間が明確に識別できない場合には、その期間は12か月と想定

される14。IAS第1号は、正常営業循環期間が「明確に識別可能」であるか否かをどのように判断す

べきかについて、ガイダンスを提供していない。企業によっては、それぞれの顧客との契約により、

財を生産又はサービスを提供するのに必要される期間に大きな違いが生じることがある。その場合、

正常営業循環期間がどのようなものになるかを判断することが困難になる可能性がある。したがっ

て、経営者はすべての事実と状況を考慮し、正常営業循環期間が明確に識別できると考えるのが

適切であるのか、あるいは12か月というデフォルト期間を使用することが適切なのかを判断する必

要がある。 

Fédération Internationale de Football Association （FIFA）は、2018年度の年次財務諸表にお

ける連結貸借対照表で、IFRS第15号の用語を用いて契約負債を表示するとともに、これを流動負

債と非流動負債に区分した。 

開示例 3.2.1: Fédération Internationale de Football Association 

（FIFA） （2018年） 
スイス 

 

 

                                                                 
14   IAS第 1号第 68、70項 
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3.2.2 その他の表示に関する留意点 

契約資産及び契約負債は、履行義務レベルではなく契約レベルで判断すべきである。すなわち、企

業は契約に含まれる各履行義務に関し別個に契約資産又は契約負債を認識するのではなく、それ

らを単一の契約資産又は契約負債に集約する15。顧客との契約における権利と義務は相互依存的

であり、契約ごとに契約資産と契約負債のポジションは純額で算定される。顧客から対価を受け取

る権利は、企業の履行を条件とし、同様に顧客が支払いを継続することを条件として企業は義務を

履行する16。実務上の簡便法4.2bにおいて、Airbus SE社は、「正味契約資産及び正味契約負債は

契約ごとに個別に算定される」ことを契約残高に対する会計処理において説明した。 

企業がIFRS第15号に従って同じ顧客（又は顧客の関連する当事者）との契約を結合しなければな

らない場合、契約資産と契約負債も結合される（すなわち純額表示となる）。複数の契約がIFRS第

15号に従って結合されなければならない場合、個々の契約における権利と義務もまた相互依存的

である17。IFRS第15号の認識及び測定規定に準拠するため、履行義務レベルでデータを収集する

ようシステムが設計されている場合、これは、企業にとってより適用を難しくする可能性がある。 

IFRS第15号は相殺に関する規定を定めておらず、契約資産及び契約負債を他の貸借対照表項目

（たとえば、営業債権）と相殺することが適切となるか否かを判断するために、企業は他の基準（た

とえば、IAS第32号「金融商品：表示」）の規定を適用する必要がある18。 

詳細についてはIFRS第15号に関する刊行物のセクション10.1における質問10-1、10-2及び10-3

を参照されたい。 

3.3 契約獲得コスト又は契約履行コストに関して認識された資産 

企業がIFRS第15号の規定に従って契約獲得の増分コスト及び（又は）契約の履行コストを資産とし

て認識する場合、当該資産は、契約資産及び契約負債とは区別して貸借対照表に表示する又は財

務諸表の注記として開示しなければならない19。 

IFRS第15号は、資産化された契約コスト及び対応する償却費の分類について何ら定めていない。

すなわち、企業は適切な会計方針を決定する必要がある。会計方針を決定するにあたり、財務諸

表の表示に関して、契約獲得コストと契約履行コストは区別して検討する必要があると考えられる。 

我々は、契約獲得コストの性質、さらにはIFRSにガイダンスが定められていないことを考えると、企

業はこれらのコストを次のいずれかとして表示することができると考えている。 

• 貸借対照表において別個の種類の資産（仕掛品又は棚卸資産と性質が類似）として表示するとと

もに、その償却費は、売上原価、契約コストの変動又は類似項目に含める 

または 

• 貸借対照表において別個の種類の無形資産として表示し、その償却はIAS第38号「無形資産」の

適用範囲に含まれる無形資産の償却費と同じ表示科目に含める 

さらに、企業は、契約獲得コストから生じるキャッシュ・フローについて、営業活動によるキャッシュ・

フローに分類すべきか、それとも財務活動によるキャッシュ・フローに分類すべきかを判断するにあ

たり、IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」、特に第16項（a）の規定を考慮する必要がある。 

対照的に、契約履行コストは、契約に定められる企業の履行に直接影響を及ぼす性質のものであ

る。したがって、契約履行コストは、貸借対照表において別個の種類の資産として表示され、償却費

は売上原価、契約コストの変動又は類似項目等に含めて表示される。 

                                                                 
15   TRG アジェンダ・ペーパー7「契約資産又は契約負債としての契約の表示」2014年 10月 31日 
16   IFRS第 15号 BC317項 
17   TRG アジェンダ・ペーパー7「契約資産又は契約負債としての契約の表示」2014年 10月 31日 
18   TRG アジェンダ・ペーパー7「契約資産又は契約負債としての契約の表示」2014年 10月 31日 
19   IFRS第 15号第 116項（a） 
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契約履行コストがIFRS第15号第95項の資産化要件を満たすか、又は発生時点で費用化されるに

関係なく、我々は、損益計算書における当該コストの表示、さらにキャッシュ・フロー計算書における

関連するキャッシュ・フローの表示において、一貫性のある取り扱いが必要であると考えている。 

資産化された契約コストは各報告期間の末日時点で減損評価を行わなければならない。減損損失

は純損益に認識しなければならないが、IFRS第15号は、財務諸表本表のどの箇所に当該金額を

表示すべきかについて定めていない。したがって我々は、償却費の表示と整合する形で減損損失

の表示を行うことが適切であると考えている。 

Capita社は、連結貸借対照表で資産化された契約履行コストを別個の種類の資産として表示した。

そのうち報告期間の末日時点から12か月以内に履行義務の充足が見込まれる部分については流

動資産として分類している。注記2「重要な会計方針の要約」（開示例4.5を参照）で開示しているよ

うに、同社は、資産化された契約履行コストの償却及び減損損失を売上原価に表示した。 

開示例 3.3: Capita社（2018年） 英国 

 

資産化された契約コストに関する開示規定は本書のセクション4.5、契約コストの詳細な説明につい

てはIFRS15に関する刊行物のセクション9を参照されたい。 
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3.4 返品権から生じる資産及び負債 

企業は、返金負債及び返金負債の決済時に製品を回収する権利に係る資産を認識する。IFRS第

15号では、返金負債を、それに対応する資産と区分して表示しなければならない（すなわち、純額

ではなく総額）と定められている20。当該基準はこのことについて明確に述べていないが、我々は返

品資産は原則として棚卸資産とは別個に表示されるべきであると考える。 

さらに詳しい説明はIFRS15に関する刊行物のセクション5.4を参照されたい。 

Salvatore Ferragamo社は連結貸借対照表において別個の表示項目として返金負債及び返品資産

の権利を表示した。関連する会計方針は連結財務諸表の注記2に開示されている。 

開示例 3.4: Salvatore Ferragamo社（2018年） イタリア 

 

                                                                 
20   IFRS第 15号 B25項 
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3.5 重要な金融要素 

契約に重要な金融要素が存在する場合、契約には2つの構成要素、すなわち収益要素（名目上の

現金販売価格）と重要な金融要素（延払い又は前払い条件による影響）が存在することになる21。重

要な金融要素に配分される金額は、顧客との契約から認識される収益とは区別して表示される。金

融要素は、金利費用（顧客が前払いする場合）、又は金利収益（顧客が延払いする場合）として表

示される22。IASBはその結論の根拠で、企業の通常の活動から生じる収益を表す場合にのみ、金

利収益を収益として表示すると述べている23。 

2018年の年次財務諸表において、Bombardier社は、顧客の前払いから生じる金融要素を通常の

収益と区分し、金融費用に含めて表示した。 

開示例 3.5a: Bombardier社（2018年） カナダ 

 

重要な金融要素が存在する場合、取引価格には2つの構成要素（すなわち収益要素と重要な金融

要素）が含まれるが、2つのキャッシュ・フロー要素が存在することになるのは、延払い条件の場合

のみである。この場合、収益要素のキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローに分類す

る一方、重要な金融要素に関連するキャッシュ・フローは、企業がIAS第7号第33号に従って選択す

る受取利息／支払利息からのキャッシュ・フローの表示方法（すなわち営業活動又は投資／財務活

動によるキャッシュ・フローへの分類）と整合する形で分類しなければならない。前払いの場合、受

領した現金と発生利息の合計額が収益となるため、1つのキャッシュ・フロー要素のみが存在するこ

とになる。したがって、受領した現金はすべて営業活動によるキャッシュ・フローに分類される。 

重要な金融要素の有無にかかわらず、債権の減損損失はIAS第1号の規定に従って表示し、IFRS

第7号「金融商品：開示」に従って開示する。しかしセクション3.2で述べているように、IFRS第15号

により、当該金額は、他の契約から生じた減損損失とは区別して開示することが明確に要求されて

いる24。詳細はIFRS15に関する刊行物のセクション5.5.2を参照されたい。 

  

                                                                 
21   IFRS第 15号 BC244項 
22   IFRS第 15号第 65項 
23   IFRS第 15号 BC247項 
24   IFRS第 15号第 113項（b） 
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Bombardier社は、注記18において顧客との契約に関して認識された減損損失を開示した。 

開示例 3.5b: Bombardier社（2018年） カナダ 

 

 

弊社のコメント 

我々は、IFRS第 15号の適用対象となる契約から生じた資産に関する減損損失を、他の契約から

生じた資産の減損損失と区別して把握するために、企業はこれまでと異なる取組みが必要になる

と考えている。企業は、この情報を収集し区別して表示するために、適切なシステム、内部統制、

方針及び手続を整備する必要がある。 
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4. 財務諸表の注記における開示 

4.1 収益の分解 

IFRS第15号は収益の分解に関し以下の開示規定を定めている。 

IFRS第15号の開示規定 

定量的情報 

 

• 顧客との契約から認識した収益を、収益及びキャッ

シュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性が経

済的要因によってどのように影響を受けるのかを説

明できるような区分に分解しなければならない。 

IFRS 15.114 

• 企業は、IFRS第8号「事業セグメント」を適用する場

合、財務諸表利用者が、収益の分解開示と、各報告

セグメントについて開示される収益情報との関係を

理解できるようにするための十分な情報を開示しな

ければならない。 

IFRS 15.115 

 

IFRS第15号では、収益をどのように分解すべきかについて明確に規定されていないものの、適用

指針では、各企業にとって最も適切な区分は、事実及び状況に基づいて決定されると示唆されてい

る25。収益の分解に使用する区分の選択においては、企業は、以下をはじめ、他の目的で収益がど

のように分解されているかについても考慮すべきである。 

• 他の情報（たとえば、プレス・リリース、その他の公表文書）において、収益をどのように開示して

いるか 

• 最高経営意思決定者がIFRS第8号に基づく事業セグメントの業績を評価するために、どのように

情報を定期的に検討しているか 

• 企業又は財務諸表利用者が、財務業績の評価又は資源配分の決定を行うために他の情報をど

のように利用しているか 

さらに、企業は、自身の事業にとって最も意味のある企業固有及び（又は）業界固有の要因を基にこの

判断を行う必要がある。 

                                                                 
25   IFRS第 15号 B88項 
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区分の例としては、以下のものがあるが、これらに限定されない26（また、IFRS第15号に関する刊

行物のセクション10.5.1を参照されたい）。 

区分 例 

財又はサービスの種類 主要な製品ライン 

地理的区分 例: 国又は地域 

市場又は顧客の種類 例: 政府と政府以外の顧客 

契約の存続期間 例: 短期契約と長期契約 

財又はサービスの移転の時期 顧客に移転される財又はサービス 

• 一時点 

• 一定期間にわたり 

販売経路 財の販売 

• 消費者に直接販売される財 

• 仲介業者を通じて販売される財 

収益の分解区分を決定する際、企業は財務諸表利用者にとって有用な情報となる収益の分解の程

度を決定するために、各収益源に固有のリスク要因を分析する必要があると我々は考える。一定の

リスク要因によって収益認識の性質、金額、時期及び不確実性が変動する可能性がある場合、当

該リスク要因は分解方法の判断において考慮される必要があると考えられる。 

IFRS第15号は、企業が収益の分解情報をどのように開示するかを説明するために以下の設例を

示している。 

IFRS第15号からの設例 

設例 41 ―― 収益の分解―定量的開示（IFRS 15.IE210-IE211） 

ある企業が、IFRS 第 8 号「事業セグメント」に従って次のセグメントを報告している。消費者製品、

輸送、エネルギーである。投資家向け説明資料を作成する際に、企業は収益を、主たる地域市

場、主要な製品ライン及び収益認識の時期（すなわち、一時点で移転される財又は一定の期間に

わたり移転されるサービス）に分解している。 

企業は、投資家向け説明資料で使用している区分を、IFRS 第 15 号第 114 項の分解開示の要

求事項の目的（顧客との契約から生じる収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期

及び不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるのかを描写する区分に分解すること）を満

たすために使用できると判断する。下記の表は、主たる地域市場、主要な製品ライン及び収益認

識の時期による分解開示を例示している（IFRS 第 15 号第 115 項に従って、分解した収益が消

費者製品、輸送及びエネルギーの各セグメントとどのように関連しているのかに関する調整表を

含む）。 

 

  

                                                                 
26   IFRS第 15号 B89項 
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IFRS第15号からの設例（続き） 

セグメント 消費者製品 輸送 エネルギー 合計 

 CU  CU  CU  CU  

主たる地域市場 

北米 990  2,250 5,250 8,490 

欧州 300 750 1,000 2,050 

アジア 700 260 - 960 

 1,990 3,260 6,250 11,500 
     

主要な財/サービス 

事務用品 600  - - 600 

器具 990 - - 990 

衣類 400 - - 400 

オートバイ - 500 - 500 

自動車 - 2,760 - 2,760 

太陽光パネル - - 1,000 1,000 

発電所 - - 5,250 5,250 

 1,990 3,260 6,250 11,500 
     

 

収益認識の時期 

一時点で 

移転される財 1,990 3,260 1,000 6,250 

一定の期間にわたり 

移転されるサービス - - 5,250 5,250 

 1,990 3,260 6,250 11,500 
     

 

企業は自社の事業にマッチした収益の分解開示を行うことが推奨されており、これを踏まえればすべて

の企業により単一のアプローチが使用される可能性は低い。 

上記のIFRS第15号からの抜粋で説明されたアプローチと同様に、一部の企業は、収益の分解情報を

セグメント報告の注記において開示している。開示例4.1aに示されるように、Capita社は2018年度の

年次財務諸表におけるセグメントに関する注記（注記6）で、主要な製品ライン別の収益と、契約の種類

別のセグメント収益の両方を開示している。重要な会計方針の要約の中で、同社はこのアプローチは、

当該開示規定の目的に整合していると明確に述べ、従前の財務諸表で用いてられていた用語との違い

についても説明している。 

IFRS第8号に従って提供されるセグメント収益の開示はGAAPに基づくものではない場合がある（す

なわち、最高経営意思決定者に報告される収益は、IFRS第15号に従っていない基礎を基に計算さ

れている可能性がある）。そのような状況では、企業は、IFRS第15号第114項の目的を達成するた

めに追加的情報を開示する必要がある27。 

  

                                                                 
27  IFRS第 15号 BC340項 
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開示例 4.1a: Capita社（2017年） 英国 

 

SNCF Mobilités社は、2018年の年次財務諸表の収益に関する注記（注記3.2）において、分解後

の収益を、提供されるサービスの主な種類、顧客の種類及びサービスの移転時期ごとに開示して

いる。開示例4.1bにおける収益の分解開示に関する表は、同社の報告可能なセグメントに関する

情報も含み、収益の合計額はセグメントの注記で開示される収益合計と一致している。当該情報は、

収益に関する注記における収益の分解開示と、セグメントの注記における各報告対象となるセグメ

ントに関する収益情報との関係を利用者が理解することをサポートするものであり、重要である。 

開示例 4.1b: SNCF Mobilités社（2018年） フランス 
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Slater and Gordon社は、2017年度の年次財務諸表における注記2でセグメント情報を開示したが、

さらにセグメント内の主要製品ライン及び契約の種類ごとに収益の分解情報（注記3.1.2）も開示し

た。 

開示例 4.1c: Slater and Gordon社（2017年） オーストラリア 

 

Fédération Internationale de Football Association （FIFA） は、2018年度の年次財務諸表にお

いて、収益の分解情報を財務諸表本表と注記の双方で開示した。FIFAは、包括利益計算書上、

サービスの種類ごとに分解した収益を表示している。加えてFIFAは、注記において、収益の種類ご

とに、また、収益の性質に応じて異なる区分にさらに分解した。たとえば、FIFAは注記1において、

「テレビ放映権から生じる収益」を地理的地域ごとに分解する一方、「販売権から生じる収益」につい

ては顧客の種類ごとに分解している。FIFAはIFRS第8号を適用する必要がないため、IFRS第15号

第115項の規定は適用していない。 
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開示例4.1d：Fédération Internationale de Football Association 

（FIFA） （2018年） 
スイス 

 

 

弊社のコメント 

IFRS第 15号 B88項に従い、企業は、財務諸表外で表示されている情報、最高経営意思決定者

が、定期的に判断材料としている情報及び企業又は企業の財務諸表の利用者が企業の財務業績

の評価又は資源配分の決定を行うために使用する他の類似の情報等の、収益に関する情報が他

の目的のためにどのように表示されているかを考慮する必要がある。 

上記で説明したように、財務諸表利用者にとって有用な情報を適用するために適切な収益の分解

の程度を決定するため、企業は各収益源に固有なリスク要因を分析する必要がある。収益源のリ

スク要因が異なる場合は、分解が要求されることを示唆している可能性がある。 
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4.2 契約残高 

IFRS第15号は、企業の契約残高及びその変動額に関して以下の開示規定を定めている（詳細は

IFRS第15号に関する刊行物のセクション10.5.1を参照されたい）。 

IFRS第15号の開示規定 

定量的情報 

 

• 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約

負債の期首残高及び期末残高（区分して表示又

は開示していない場合） 

IFRS 15.116（a） 

 • 期首現在の契約負債残高のうち、当報告期間に

認識した収益 

IFRS 15.116（b） 

 • 過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行

義務に関して、当報告期間に認識した収益（たとえ

ば、取引価格の変動によるもの） 

IFRS 15.116（c） 

定性的情報 

 

• 履行義務の充足時期が通常の支払時期にどの

ように関連するのか、及びそれらの要因が契約

資産及び契約負債の残高に与える影響について

の説明 

IFRS 15.117 

定量的情報又は

定性的情報 

 

• 当報告期間中の契約資産及び契約負債の残高の

重要な変動についての説明 

たとえば、 

• 企業結合による変動 

• 収益に対する累積的なキャッチアップ修正の

うち、対応する契約資産又は契約負債に影

響を与えるもの。進捗度の測定値の変更、取

引価格の見積りの変更、又は契約の変更か

ら生じる修正 

IFRS 15.118 

 

 

• 契約資産の減損 

• 対価に対する権利が無条件となる（すなわ

ち、契約資産が債権に分類変更される）時間

枠の変化 

• 履行義務が充足される（すなわち、契約負債

から生じる収益が認識される）時間枠の変化 
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弊社のコメント 

契約資産と契約負債の開示、及び契約負債の変動と過去の期間に充足された履行義務に関して

認識された収益の開示は、IFRS第 15号適用時に多くの企業の実務に影響を及ぼした。IFRS第

15 号第 116 項（a）は、顧客との契約から生じる契約残高を区別して開示するよう求めている。

従って、IFRS 第 15 号が適用されない契約からの重要な債権を有する企業は、当該開示規定に

準拠するためにこれらの残高を区分する必要がある。たとえば、企業は、顧客との契約に関連す

る営業債権とは区別して開示する必要があるリース契約に関連する営業債権を有している可能

性がある。 

企業は必要な情報を収集し、開示するための適切なシステム、方針、手続き及び内部統制を確

実に整備する必要がある。たとえば、知的財産のライセンスの使用権を顧客に移転した後の報

告期間に企業が受け取る売上高又は使用量ベースのロイヤリティを考えてみる。この例におい

て、ロイヤリティは従前に充足された履行義務に関するものであるが、事後の期間に受け取る

ことになる収益である。したがって、それらは、IFRS第 15号第 116項（c）に従って別個に開示

される。 

下記の設例は、企業がどのようにこれらの規定を満たすかを、表と定性的情報を用いて示している。 

設例 4.2 ―― 契約資産及び契約負債の開示 

A社は顧客との契約から生じる債権を、財政状態計算書で区別して表示している。契約資産及び

契約負債に関して要求される他の開示に準拠するため、A社は以下の情報を財務諸表の注記に

含めている。 

 20X9 20X8 20X7 

契約資産 CU1,500 CU2,250 CU1,800 

契約負債  CU（200）  CU（850）  CU（500） 
    

以下により各報告期間に認識された収益の金額:  

期首時点で契約負債に 

含まれていた金額 
CU650 CU200 CU100 

過去の期間に充足された 

履行義務 
CU200 CU125 CU200 

 

当社は契約に定められる支払いスケジュールに基づき顧客から支払いを受け取る。契約資産

は、契約に基づき完了した履行に係る対価を受け取る権利に関するものである。売掛金は対価

を受け取る権利が無条件となった時点で認識している。契約負債は、契約に基づく履行に先立

ち受領した支払いに係るものである。契約負債は、契約に基づき履行するにつれて（又は履行

する時点で）収益として認識している。また、顧客との契約が早期に解約されたことから契約資

産に減損が生じ、これにより20X9年に契約資産がCU400減少した。 

重要な会計方針の開示において、Deutsche Telekom Aktiengesellschaft社は、履行義務の充足時

期が通常の支払時期とどのように関連するのか、及びそれらの要因が契約資産及び契約負債残

高に与えた影響について開示している。 
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開示例 4.2a: Deutsche Telekom社（2018年） ドイツ 
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開示例 4.2a: Deutsche Telekom社（2018年） ドイツ 
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契約残高の重要な変動を開示する前に、Airbus SE社は、下記の開示例4.2bの契約残高のように

会計方針を開示している。また、表中で、契約資産及び契約負債残高の報告期間中における重要

な変動について開示している。期首残高と期末残高は主要な財務諸表に表示されている。 

開示例 4.2b: Airbus SE社（2018年） オランダ 

 

ProSiebenSat.1 Media SE社は、開示例4.2cにおいて契約資産及び契約負債の性質を説明してい

る。また、注記5において、契約資産と契約負債の期首残高と期末残高を表で開示している。さらに、

この表に続けて、報告期間における契約資産及び契約負債残高の重要な変動について定性的に

説明している。同注記において、期首時点で契約負債残高に含まれていたもので、報告期間に収

益として認識された金額に関する情報も開示している。 

開示例 4.2c: ProSiebenSat.1 Media SE社（2018年） ドイツ 
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以下の開示例4.2dに記載しているように、ASML Holding N.V.社は、報告期間における重要な変動

を示すために、契約資産及び契約負債の変動を説明する調整表を開示している。このような調整表

の開示はIFRS第15号で特に要求されているわけではないが、IFRS第15号第118項で要求される

開示を提供するための効果的な方法となる場合がある。「当報告期間に認識した収益のうち期首現

在の契約負債残高に含まれていたもの」の開示に関する規定は、当該調整表にて対応されている。

さらに、報告期間の正味契約残高の重要な変動に関して定性的な説明を加えている。 

開示例 4.2d: ASML Holding N.V.社（2018年） オランダ 

 

 



31 Applying IFRS  IFRS第15号の表示及び開示に関する規定 2019年11月  

4.3 履行義務 

4.3.1 履行義務に関する情報 

IFRS第15号では、履行義務に関する定性的情報の開示が求められる（詳細は、IFRS第15号に関

する刊行物のセクション10.4.1を参照されたい）。 

IFRS第15号の開示規定 

定性的情報 • 以下の事項を含む、顧客との契約における履行義

務に関する情報 

 

 • 企業が履行義務を充足する通常の時点（た

とえば、出荷時、引渡時、サービスを提供す

るにつれて、あるいはサービスの完了時）。

これには、請求済未出荷契約において履行

義務が 充足される時点も含む 

IFRS 15.119（a） 

 • 重要な支払条件（たとえば、通常の支払期

限、契約に重要な金融要素が含まれている

かどうか、対価の金額に変動性があるかどう

か、変動対価の見積りが通常制限されるの

かどうか） 

IFRS 15.119（b） 

 • 企業が移転を約定した財又はサービスの内

容（他の当事者が財又はサービスを移転す

るように手配する履行義務（すなわち、企業

が代理人として行動する場合）を強調する） 

IFRS 15.119（c） 

 • 返品及び返金の義務並びにその他の類似の

義務 

IFRS 15.119（d） 

 • 製品保証及び関連する義務の種類 IFRS 15.119（e） 
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Aluminum Corporation of China社は、2018年度の年次財務諸表の注記4において、履行義務に

関する定性的な情報の要約を開示している。同注記において、残存する履行義務に関する定量的

情報を開示している。残存する履行義務に配分される取引価格についての詳細は、セクション

4.3.2を参照されたい。 

開示例 4.3.1a: Aluminum Corporation of China社（2018年） 中国 
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Spotify Technology社は、履行義務の開示が重要な会計方針の開示に含まれていることを収益に

関する注記で強調している。また、重要な会計方針の要約において、同社はサブスクリプション及び

広告サービスの履行義務に関する情報を開示している。また、履行義務及び重要な支払条件を通

常充足する時期についても説明している。 

開示例 4.3.1b: Spotify Technology社（2018年） スウェーデン 
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重要な会計方針の要約において、UBS Group社は、IFRS第15号の適用対象の履行義務について

開示している。同社は当該履行義務を「一定期間にわたり充足される」履行義務と「一時点で充足さ

れる」履行義務に区分している。 

開示例 4.3.1c: UBS Group社（2018年） スイス 
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開示例 4.3.1c: UBS Group社（2018年） スイス 

 

履行義務に関する情報を開示する一環として、下記の開示例4.3.1dに表示しているように、

Koninklijke Philips社は、財又はサービスの性質（例えば、消費者の種類ごとの商品、ブランド及び

技術ライセンス）、履行義務の充足時期及び重要な支払条件に関する情報を提供している。また、

売上戻り高（返品）及び種類ごとの製品保証に関する情報も提供している。 

ASML Holding社は、下記の開示例4.3.1eで示すように、2018年の年次財務諸表に、履行義務に

関する情報を含む表を開示している。1番目の列で様々な履行義務の詳細について説明し、2番目

の列で当該履行義務の性質及び充足や、支払条件の詳細を説明している。 
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開示例 4.3.1d: Koninklijke Philips社（2018年） オランダ 
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開示例 4.3.1d: Koninklijke Philips社（2018年） オランダ 
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開示例 4.3.1e: ASML Holding社（2018年） オランダ 
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開示例 4.3.1e: ASML Holding社（2018年） オランダ 
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4.3.2  残存する履行義務に配分された取引価格 

IFRS第15号では、未充足の履行義務や一部充足された履行義務に関する情報の提供が求められ

る（詳細はIFRS第15号に関する刊行物のセクション10.5.1を参照されたい）。 

IFRS第15号の開示規定 

定量的情報 • 報告期間の末日時点で、未充足（又は部分的に

未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額 

IFRS 15.120（a） 

定性的情報 

又は 

定量的情報 

• 当該金額を収益として認識することが見込まれる

時期に関する説明。当該説明は、次のいずれかの

方法によらなければならない。 

• 残存する履行義務の残存期間に最も適した

期間帯を使用した定量的ベースによる方法 

• 定性的情報を使用した方法 

IFRS 15.120（b） 

実務上の 

簡便法 

実務上の簡便法として、次のいずれかを満たす場合、未

充足の履行義務に配分された取引価格の総額に関する

情報を開示する必要はない。 

• 当該契約の当初予想期間が1年未満である。 

• 当該履行義務の充足から生じる収益をIFRS第15

号B16項に従って認識している。 

IFRS 第 15 号 B16 項は、実務上の簡便法として、

企業が、現在までに完了した履行の顧客にとっての

価値に直接対応する金額で顧客から対価を受け取

る権利を有している場合（たとえば、提供される

サービスの単位時間あたりに対して固定金額を請

求するサービス契約）、企業が請求権を有している

金額で収益を認識することを容認している。 

IFRS 15.121 

定性的情報 • IFRS第15号第121項における実務上の簡便法を

適用しているかどうか、及び顧客との契約から生

じた対価のうち取引価格に含まれていないもの

（つまり、IFRS第15号第120項に従った開示情報

に含まれていないもの）があるかどうかを定性的

に説明しなければならない。たとえば、取引価格

の見積りには、制限された変動対価の見積金額

は含まれない。 

IFRS 15.122 
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IFRS第15号は、上記の開示規定に関して、以下のような設例を提供している。 

IFRS第15号の設例 

設例 42 ―― 残存する履行義務に配分した取引価格の開示（IFRS15.IE212-IE219） 

企業が 20X7 年 6 月 30 日に、サービスを提供するために別々の顧客と 3 つの契約（契約 A、B

及び C）を結ぶ。それぞれの契約には 2年の解約不能期間がある。企業は、20X7年12月31日

現在の残存する履行義務に配分した取引価格の開示に含めるべき各契約の情報を決定する際

に、IFRS 第 15号の第 120項から第 122項の要求事項を検討する。 

契約 A 

清掃サービスが、今後 2年間にわたり通常少なくとも 1か月に 1回提供される。提供されるサー

ビスについて、顧客は 1時間当たり CU25の料金を支払う。 

企業は提供したサービス1時間ごとに固定金額を請求するので、企業は、IFRS 第15号のB16

項に従って現在までに完了した企業の履行の価値に直接対応する金額で顧客に請求する権利

を有している。したがって、企業が IFRS 第 15号の第 121項（b）の実務上の簡便法を適用する

ことを選択する場合には、開示は不要である。 

契約 B 

清掃サービス及び芝生のメンテナンス・サービスが、今後 2年間にわたり最大で 1か月に 4回、

必要に応じて提供される。顧客は両方のサービスに対して 1 か月当たり CU400 の固定価格を

支払う。企業は、履行義務の完全な充足へ向けての進捗度を時間に基づく測定値を用いて測定

する。 

企業は、収益としてまだ認識していない取引価格の金額を、企業が当該金額をいつ収益として認

識すると見込んでいるのかを示す定量的な期間帯による表で開示する。全体的な開示に含まれ

る契約 Bについての情報は、次のとおりである。 

 20X8 20X9 合計 

 CU CU CU 

20X7年 12月 31日現在でこの契約に関して 

認識されると見込まれる収益 4,800（a） 2,400（b） 7,200 

（a） CU4,800＝CU400×12か月    
（b） CU2,400＝CU400×6か月    
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IFRS第15号からの設例（続き） 

契約 C 

清掃サービスが、今後 2年間にわたり必要に応じて提供される。顧客は 1か月当たりCU100の

固定対価に加えて、顧客の施設に関する規制上の審査及び認定の結果に対応する CU0 から

CU1,000 までの範囲の 1 回限りの変動対価（すなわち、業績ボーナス）を支払う。企業は、変動

対価 CU750に対する権利を得ると見積もる。IFRS 第 15号の第 57項の諸要因に関する評価

に基づき、企業は変動対価の見積り CU750 を取引価格に含める。なぜなら、認識した収益の累

計額が大幅に戻し入れられることにはならない可能性が非常に高いからである。企業は、履行

義務の完全な充足へ向けての進捗度を時間に基づく測定値を用いて測定する。 

企業は、収益としてまだ認識していない取引価格の金額を、企業が当該金額をいつ収益として認

識すると見込んでいるのかを示す定量的な期間帯による表で開示する。また、企業は、当該開

示に含まれていない重要な変動対価に関する定性的な説明を記載する。全体的な開示に含ま

れる契約 Cについての情報は、次のとおりである。 

 20X8 20X9 合計 

 CU CU CU 

20X7年 12月 31日現在でこの契約に関して 

認識されると見込まれる収益 1,575（a） 788（b） 2,363 

（a） 取引価格＝CU3,150（CU100×24か月+変動対価 CU750） 

1年当たり CU1,575で 24か月にわたり均等に認識される 

（b） CU1,575÷2＝CU788（すなわち、当該年度の 6か月分） 
 

さらに、IFRS 第 15号の第 122項に従って、企業は、業績ボーナスの一部を取引価格に含めて

いないため開示から除外している旨を定性的に開示する。業績ボーナスの当該部分は、変動対

価の見積りの制限に関する要求事項に従って、取引価格から除外された。 

 

また、IFRS第15号は、第120項（b）で要求される開示に関して、期間帯を使用した定量的情報の代

わりに、定性的情報を用いた場合の設例を示している。 

IFRS第15号の設例 

設例 43 ―― 残存する履行義務に配分した取引価格の開示――定性的開示 

（IFRS15.IE220-IE221） 

企業が 20X2 年 1 月 1 日に、CU10 百万の固定対価で商業ビルを建設する契約を顧客と締結

する。このビルの建設は、企業が一定期間にわたり充足する単一の履行義務である。20X2 年

12月 31日現在、企業は CU3.2百万の収益を認識している。企業は建設が 20X3年に完成す

ると見積もっているが、プロジェクトの完成は 20X4年の前半となる可能性がある。 

20X2年 12月 31日に、企業は収益としてまだ認識していない取引価格を、残存する履行義務に

配分した取引価格の開示の中で開示する。また、企業は当該金額をいつ収益認識すると見込んで

いるのかに関する説明を開示する。当該説明の開示は、残存する履行義務の残存期間に最も適

した期間帯を使用して定量的に行うか又は定性的説明の提供によって行うことができる。企業は

収益認識の時期に関して不確実であるため、この情報を次のように定性的に開示する。 

「20X2 年 12 月 31 日現在、残存する履行義務に配分した取引価格の総額は CU6.8 百

万であり、企業はビルが完成するにつれてこの収益を認識する。これは今後 12 か月から

18か月にわたり発生すると見込まれる。」 

  



 Applying IFRS  IFRS第15号の表示及び開示に関する規定 2019年11月 44 

Bombardier社は2018年度の年次財務諸表において、残存する履行義務に関する情報を期間帯

を用いて開示している。下記例で、同社は、制限が課せられている変動対価は開示金額から除外し

ていることを明確に説明している。この説明は、財務諸表利用者にとっては有用であり、将来の期

間に認識される金額が、表に記載されている金額よりも大きくなる可能性があることを示している。 

開示例 4.3.2a: Bombardier社（2018年） カナダ 

 

 

Capita社は2018年度の年次財務諸表のセグメントに関する注記で、未充足の履行義務に配分さ

れた取引価格を、2年以上の契約と2年未満の契約に区別して開示している。その上で、残存する

履行義務が存在する2年以上の契約を、さらに細かい期間帯に分解している。これに関連して、

Capita社は、収益を契約の種類（当初の契約期間が2年未満の契約と当初の契約期間が2年以上

になる契約）ごとに分解している。 

開示例 4.3.2b: Capita社（2018年） 英国 
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上記の開示例とは対照的に、SAP社は、残存する履行義務に関する情報の開示において、表を使

わない定性的アプローチを用いている。下記は、2018年度の財務諸表の注記1の抜粋である。ま

た当該開示では、「ソフトウェア・サポート又はクラウド・サブスクリプション及びサポート」を提供する

ため、履行義務に関する情報を開示している。 

開示例 4.3.2c: SAP社（2018年） ドイツ 
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4.4 重要な判断 

IFRS第15号は特に、取引価格の算定、取引価格の履行義務への配分、及びいつの時点で履行義

務が充足されるかを判断する際に行った重要な会計上の見積り及び判断の開示を求めている28。

これらの規定は、IAS第1号で求められる重要な判断及び会計上の見積りに関する一般的な規定よ

りも広範な開示を求めている29。 

以下のフローチャートは、IFRS第15号における重要な判断に関する開示規定の概要を説明している。 

 

この規定は下記4.4.1及び4.4.2で詳細に説明している。さらに詳しい説明についてはIFRS第15号

に関する刊行物の10.5.2を参照されたい。 

 

  

                                                                 
28   IFRS 第 15号第 123項 
29   IAS第 1号第 122項–第 133項を参照 

重要な判断の開示 

履行義務の充足時期 
取引価格及び履行義務への 

配分額の決定 

► 収益認識に用いる 

方法 

► 使用した方法が財又

はサービスの移転の

忠実な描写となる理

由の説明 

► 顧客がいつの時点で

支配を獲得するのか

を評価する際に行っ

た重要な判断 

以下に関し用いられる方

法、インプット及び仮定 

► 取引価格の算定 

► 変動対価の見積りが

制限されるかどうかの

評価 

► 取引価格の配分 

► 返品及び返金の義務

並びにその他の類似

した義務の測定 

一定期間 一時点 
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4.4.1 履行義務の充足時期に関する判断 

IFRS第15号は、履行義務の充足時期を判断する際に行った重要な判断に関する開示を行うよう求

めている。一定期間にわたり充足される履行義務に関する開示規定と、一時点で充足される履行

義務の開示規定は異なるが、それらの開示目的は、収益認識の時期を決定する際に行った判断を

開示する点で似通っている。企業は、以下の情報の開示が求められる。 

IFRS第15号の開示規定 

定性的情報 一定期間にわたり充足される履行義務  

 • 収益を認識するために使用した方法（たとえば、使

用したアウトプット法又はインプット法 の記述及び

当該方法をどのように適用しているのか） 

IFRS 15.124（a） 

 • その使用した方法が財又はサービスの移転の忠

実な描写となる理由の説明 

IFRS 15.124（b） 

 一時点で充足される履行義務について、約定した財

又はサービスに対する支配を顧客 がいつの時点で

獲得するのかを評価する際に行った重要な判断 

IFRS 15.125 

ASML Holding社は上記のセクション4.3の開示例4.3eにおいて、一定期間にわたり収益を認識す

るために用いた方法を記述し、その方法と同社が提供するさまざまな種類のサービスとの関係を説

明した。Koninklijke Philips社は、一般消費者向けの商品の販売に関する収益を一時点で認識した。

開示例4.3.1d（上記のセクション4.3.1を参照）は、これらの販売取引に関していつの時点で顧客に

支配が移転するかを記述している。 

下記の開示例 4.4.1 において、SAP 社は履行義務の充足を判断する際に関連する重要な判断の開

示を提供した。ソフトウェア・オファリングが知的所有権を使用する権利又は知的所有権にアクセスす

る権利を顧客に提供しているか否かをどのように判断するかを説明している。また、一定期間にわたり

充足される履行義務の進捗度を測定するための適切な方法を識別する際に関連する判断についても

記述している。 
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開示例 4.4.1: SAP社（2018年） ドイツ 
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開示例 4.4.1: SAP社（2018年） ドイツ 
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4.4.2 取引価格及び履行義務への配分額の決定 

財務諸表利用者が収益を重視していることから、IFRS第15号は、年次財務諸表において、取引価

格を算定し配分するのに用いた方法、インプット及び仮定について、以下の定性的情報を開示する

よう求めている。 

IFRS第15号の開示規定 

定性的情報 次のすべてについて、使用した方法、インプット及び仮

定に関する情報 

 

 • 取引価格の算定。以下を含むが、これらに限定さ

れない。 

• 変動対価の見積り 

• 対価に係る貨幣の時間的価値の影響の調整 

• 現金以外の対価の測定 

IFRS 15.126（a） 

 • 変動対価の見積りが制限されるのかどうかの評価 IFRS 15.126（b） 

 • 取引価格の配分。これには以下を含む。 

• 約定した財又はサービスの独立販売価格の

見積り 

• 契約の特定の部分への値引き（該当がある

場合） 

• 契約の特定の部分への変動対価の配分（該

当がある場合） 

IFRS 15.126（c） 

 • 返品及び返金の義務並びにその他の類似した義

務の測定 

IFRS 15.126（d） 

 

弊社のコメント 

取引価格の算定及び配分に用いた方法、インプット及び仮定に関する情報を開示することは、一

部の企業の実務に変更をもたらした。多様な契約を締結している企業は、取引価格を算定し、履

行義務に取引価格を配分する際に使用したさまざまな方法、インプット及び仮定のすべてを確実

に捕捉するためのプロセス及び手続を整備する必要がある。 
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手数料の取決めにはしばしば条件付き要素（たとえば成功報酬に関する取決め）が含まれているこ

とから、Slater and Gordon社は、開示例4.4.2に示されるように、取引価格を算定する際に変動対

価を見積もっている。したがって同社は、2018年の年次財務諸表において、変動対価の見積方法

（すなわち最頻値法）、インプット及び仮定（すなわち経営者の評価及びそれぞれのケースの成功確

率）に関する情報を開示している。さらに、重要な金融要素の有無の評価に関する情報も開示して

いる。同社は通常、契約は単一の履行義務のみで構成されると結論付けている。したがって、取引

価格の配分に関する情報については開示していない。 

開示例 4.4.2: Slater and Gordon社（2018年） オーストラリア 

 

Koninklijke Philips社は、開示例4.3.1d（上記のセクション4.3.1）で、返品に関連する変動対価を見

積もる必要性について説明している。 
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4.5 契約獲得コスト及び契約履行コスト 

IFRS第15号は、財務諸表の利用者が資産として認識されたコストの種類及び当該資産がその後ど

のように償却又は減損されたかを理解できるように、当該資産に関する情報の開示を求めている。

詳細については、IFRS第15号に関する刊行物のセクション10.5.3を参照されたい。開示規定は以

下のとおりである。 

IFRS第15号の開示規定 

定性的情報 

 

• 顧客との契約を獲得又は履行するために発生した

コストの金額を算定する際に行った判断の記述 

IFRS 15.127（a） 

 • 各報告期間に係る償却の決定に使用している方法 IFRS 15.127（b） 

定量的情報 

 

• 顧客との契約を獲得又は履行するために発生した

コストから認識した資産について、資産の主要区

分別（たとえば、顧客との契約を獲得するためのコ

スト、 契約前コスト及びセットアップコスト）の期末

残高 

IFRS 15.128（a） 

 • 当報告期間に認識した償却金額 IFRS 15.128（b） 

 • 当報告期間に認識した減損損失の金額 IFRS 15.128（b） 

以下の開示例では、Capita社が2018年度の年次財務諸表の注記2「重要な会計方針の要約」に

おいて、契約を履行するコスト及び契約を獲得するコストから認識される資産に関する会計方針を

開示している。加えて、Capita社は償却期間の決定方法及び資産の減損判定の方法に関する説明

をしている。また、注17で、各報告期間の期末残高、使用した金額（すなわち償却費）及び減損損

失の金額を区別して「契約履行資産」に関する情報を定量的に開示した。 
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開示例 4.5: Capita社（2018年） 英国 
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開示例 4.5: Capita社（2018年） 英国 
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4.6 実務上の簡便法 

IFRS第15号は、複数の実務上の簡便法を設けており、以下の2つの簡便法については、使用した

場合に開示が求められる（詳細については、IFRS第15号に関する刊行物のセクション10.5.4を参

照されたい）。 

IFRS第15号の開示規定 

定性的情報 

 

• 以下の実務上の簡便法を使用する場合には、そ

の旨を開示する 

• 重要な金融要素の存在（IFRS 第 15 号第

63項） 

• 契約獲得コスト（IFRS第 15号第 94項） 

IFRS 15.129 

さらに、企業はIFRS第15号第121項における開示に関する実務上の簡便法（当項の条件の1つが

充足されれば、残存する履行義務についての情報を開示する必要がないことを認められている。上

記のセクション4.3.2を参照）を使用した旨を開示することが要求されている。IFRS第15号は、他の

実務上の簡便法も定めている。明確には要求されてはいないが、企業は当該実務上の簡便法を使

用した旨を開示するか否かについて検討する必要がある。 

開示例4.2a（上記のセクション4.2）において、Deutsche Telekom Aktiengesellschaft社は、「財又

はサービスを顧客に移転される時点と、顧客が当該財又はサービスに対して支払いを行う時点の

間の期間が1年以内となると見込んでいる場合、重大な金融要素の影響について調整する必要は

ない」という実務上の簡便法の使用を選択した旨を開示している。Koninklijke Philips社は、開示例

4.3.1d（上記のセクション4.3.1）において、履行義務の増分コストに関連するIFRS第15号第94項

を適用した旨を開示している。 

開示例4.2c（上記のセクション4.2）において、ProSiebenSat.1 Media社は、残存する履行義務の開

示規定に関連して、IFRS第15号第121項（a）の実務上の簡便法の使用を選択した旨を開示してい

る。ASML Holding社は、開示例4.3.1e（上記のセクション4.3.1e）において、「サービス契約」及び

「OnPulseメンテナンス」に関連する履行義務について、IFRS第15号B16項の実務上の簡便法「請

求する権利」を使用する旨を開示している。 
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5. 期中財務諸表における開示 

IAS第34号「期中財務報告」は、年次財務諸表におけるIFRS第15号の開示規定と同様に、収益の

分解に関する情報の開示を求めている30。当該開示規定の詳細については、セクション4.1を参照

されたい。 

年次財務諸表に適用されるIFRS第15号の開示規定のうち、上記以外の開示規定は、要約期中財

務諸表に適用されないが、企業はIAS第34号の一般規定に準拠する必要がある。たとえば、IAS第

34号第15項は、直近の年次報告期間の末日後における企業の財政状態の変動及び業績を理解

するうえで、重要な事象及び取引に関する説明を求めている。これらの事象及び取引に関連して開

示される情報は、直近の年次財務報告書で開示されていた関連する情報を更新するものでなけれ

ばならない。IAS第34号第15B項は、重要である場合に開示が求められる事象及び取引を列挙し

ており（網羅的なものではない）、そこには顧客との契約から生じる資産に関する減損損失の認識、

及び減損損失の戻入れも含まれている。 

  

                                                                 
30   IAS第 34項第 16A項（l） 
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付録：EYのIFRS開示チェックリストからの抜粋 
    Disclosures made 

    Yes No N/A 

   
顧客との契約から生じる収益    

   IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」は、限定的な例外はあるが、顧客との

すべての契約に対して適用される。    

   表示    

 483 IFRS 15.105 対価を受け取る無条件の権利は、債権として契約資産とは区別して表示しているか    

 
 
 

 IFRS 15.108 債権とは、企業が対価を受け取る無条件の権利をいう。対価を受け取る権利は、対

価の支払期限が到来するまでに時の経過だけが要求される場合には、無条件とな
る。たとえば、企業は、支払いを受ける現在の権利を有している場合、受け取った金
額を将来的に返金する可能性があったとしても、企業は債権を認識する。企業は、

IFRS第 9号に従い債権を会計処理しなければならない。    

 484 IFRS 15.108 顧客との契約から生じた債権の当初認識時に、IFRS 第 9 号に従って測定した債権

の金額と、対応する収益の金額との間に差異がある場合は、当該差額を費用（たと
えば、減損損失）として表示しているか。    

 485 IFRS 15.107 顧客が対価を支払う前又は支払期日の到来前に、企業が顧客に財又はサービスを

移転することによって履行する場合、企業は当該契約を契約資産（債権として表示し
ている金額を除く）として表示しているか。    

  IFRS 15.107 契約資産とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に対価を受け取る権

利をいう。企業は IFRS第 9号に従い、契約資産について減損の有無を評価しなくて
はならない。契約資産の減損は、IFRS第 9号の範囲に含まれる金融資産と同じよう
に測定、表示及び開示しなければならない（IFRS 15.113（b）も参照）。    

 486 IFRS 15.106 企業が顧客に財又はサービスを移転する前に、顧客が対価を支払う、又は企業が

対価を受ける無条件の権利（すなわち、債権）を有する場合、企業は顧客からの支

払いが行われた時点、又は支払期限の到来時点のいずれか早い時点で、当該契約
を契約負債として表示しているか。    

  IFRS 15.106 契約負債とは、企業が顧客に財又はサービスを移転する義務のうち、企業が顧客か

ら対価を受け取っているもの（又は対価の金額の期限が到来しているもの）をいう。    

 487 IFRS 15.109 契約資産を他の名称で開示している場合には、財務諸表利用者が債権と契約資産

を区別できるように十分な情報を提供しているか。    

  IFRS 15.109 IFRS 第 15 号では、「契約資産」及び「契約負債」という用語が使用されているが、こ

れらの項目について、財政状態計算書において他の表示科目を用ることを妨げない。    

   
 

   

   契約に重要な金融要素が含まれる場合    

 488 IFRS 15.65 財務要素による影響（利息収益又は利息費用）を、顧客との契約から生じる収益と

区別して包括利益計算書において、表示しているか。    

  IFRS 15.65 利息収益又は利息費用は、顧客との契約を会計処理した際に契約資産（もしくは債

権）又は契約負債が認識された範囲でのみ認識される。    

   返品権付きの販売    

 489 IFRS 15.B25 返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利に関する資産は、返金負債とは

区別して表示しているか。    

  IFRS 15.B25 返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利について認識した資産は、当該

製品（たとえば、棚卸資産）の従前の帳簿価額から当該製品を回収するための予想
コスト（返品される製品の企業にとっての価値の潜在的な下落を含む）を控除した金
額を参照して当初測定しなければならない。各報告期間の末日時点で、企業は返品

予想の変動に応じて当該資産の測定を見直さなければならない。    

   開示    

  IFRS 15.110 IFRS 第 15 号の開示規定の目的は、企業が、顧客との契約から生じる収益及び

キャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表の利用者が理解で
きるようにするための十分な情報を開示することである。    

  IFRS 15.111 開示の目的を満たすために必要な詳細さのレベルと、さまざまな要求事項のそれぞ

れにどの程度の重きを置くべきかについて検討しなければならない。大量の瑣末な
詳細情報の記載、又は特徴が大きく異なる項目の合算によって、有用な情報が不明

瞭とならないように、開示を集約又は分解しなければならない。    

  IFRS 15.112 他の基準に従い情報を提供している場合については、IFRS 第 15 号に従い開示す

る必要はない。    
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    Disclosures made 

    Yes No N/A 

 490 IFRS 15.110 IFRS 15.110 に定められる開示目的を達成するために、以下のすべてに関する定

量的情報及び定性的情報を開示しているか。    

   a. 顧客との契約（IFRS 15.113から 122参照）    

   b. 当該契約に IFRS第 15号を適用する際に行った重要な判断及び当該判断の

変更（IFRS 15.123から 126 を参照）    

   c. IFRS 15.91又は IFRS 15.95に従って、顧客との契約を獲得又は履行するた

めのコストから認識した資産（IFRS 15.127から 128 を参照）    

   顧客との契約    

 491 IFRS 15.113 当報告期間について以下のすべての金額を開示しているか。ただし、当該金額が他

の基準に従って包括利益計算書に区分表示されている場合は除く。    

   a. 顧客との契約から認識した収益。この金額は他の源泉からの収益と区別して

開示しなければならない    

   b. 顧客との契約から生じた債権又は契約資産について（IFRS第 9号に従い）認

識された減損損失。この金額は他の契約から認識された減損損失とは区別し
て開示しなければならない    

   収益の分解    

 492 IFRS 15.114 顧客との契約から認識した収益を、収益及びキャッシュの性質、金額、時期及び不

確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるのかを描写するような区分に

分解しているか。    

  IFRS 15.B87 IFRS15.114 は、顧客との契約から生じる収益を、収益及びキャッシュ・フローの性

質、金額、時期及び不確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるのかを

描写する区分に分解することを求めている。したがって、この開示目的に基づき、収
益を分解する範囲は、企業の顧客との契約に関連する事実及び状況に応じて決ま
る。IFRS 15.114に定められる収益の分解に関する目的を満たすために、複数の種

類の区分を使用する必要がある企業もあれば、1 種類の区分を用いることで目的を
達成できる企業もある。    

  IFRS 15.B88 収益の分解に用いる区分（複数の区分）の種類を選択するにあたって、企業は、以

下のすべてを含め、収益に関する情報が他の目的のためにどのように開示されてい
るのかを考慮しなければならない。 

a. 財務諸表以外で開示されている情報（たとえば、決算発表、年次報告書又は投
資家向けの発表） 

b. 事業セグメントの財務業績を評価するために、最高経営意思決定者によって定
期的に検討されている情報 

c. IFRS 15.B88（a）及び（b）で特定されている情報の種類と類似する他の情報
で、企業又は企業の財務諸表の利用者が企業の財務業績の評価又は資源配
分の決定を行うために使用している情報    

  IFRS 15.B89 適切となり得る区分の例として、以下のものが挙げられるが、これらに限定されない。 

（1） 財又はサービスの種類（たとえば、主要な製品ライン） 

（2） 地理的区分（たとえば、国又は地域） 

（3） 市場又は顧客の種類（たとえば、政府と政府以外の顧客）    

   （4） 契約の種類（たとえば、固定価格と実費精算契約） 

（5） 契約の存続期間（たとえば、短期契約と長期契約） 

（6） 財又はサービスの移転の時期（たとえば、一時点で顧客に移転される財又は

サービスから生じる収益と一定の期間にわたり移転される財又はサービスから
生じる収益） 

（7） 販売経路（たとえば、消費者に直接販売される財と仲介業者を通じて販売され
る財）    

 493 IFRS 15.115 IFRS 第 8 号を適用している場合は、財務諸表の利用者が、（IFRS 15.114 に従っ

て）分解した収益の開示と、報告セグメントごとに開示された収益情報との関係を理
解できるようにするための十分な情報を開示しているか。    

   契約残高    

 494 IFRS 15.116 以下のすべてを開示しているか。    

   a. 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残

高（区分して表示又は開示していない場合）    

   b. 期首現在の契約負債残高のうち、当報告期間に認識した収益    

   c. 過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当報告期間に認識

した収益（たとえば、取引価格の変動）    
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    Disclosures made 

    Yes No N/A 

 495 IFRS 15.117 
IFRS 15.119 

履行義務の充足の時期（IFRS 15.119（a）参照）と通常の支払時期（IFRS 15.119（b）

参照）がどのように関連するか、及びそれらの要因が契約資産及び契約負債の残高
に与える影響を説明しているか。こうした説明は、定性的情報によることができる。    

 496 IFRS 15.118 当報告期間中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動について説明している

か。この説明には、定性的情報と定量的情報を含めなければならない。    

  IFRS 15.118 契約資産及び契約負債の残高の変動の例として、以下のものがある。 

a. 企業結合による変動 

b. 収益に対する累積的なキャッチアップ修正のうち、対応する契約資産又は契約
負債に影響を与えるもの。進捗度の測定値の変更、取引価格の見積りの変更
（変動対価が制限されるかどうかの評価の変更を含む）又は契約変更から生じ

る調整を含む。 

c. 契約資産の減損 

d. 対価に対する権利が無条件となる（すなわち、契約資産が債権に分類変更され
る）時間枠の変化 

e. 履行義務が充足される（すなわち、契約負債から生じる収益が認識される）時
間枠の変化    

   履行義務    

 497 IFRS 15.119 顧客との契約における履行義務に関する情報を開示しているか。これには以下のす

べての事項の記述が含まれる。    

   a. 企業が通常、履行義務を充足する時点（たとえば、出荷時点、引渡時点、サー

ビスを提供につれて、又はサービスの完了時点）。これには、請求済未出荷契

約において履行義務を充足する時点も含まれる。    

   b. 重要な支払条件    

  IFRS 15.119 たとえば、通常の支払期日、契約に重要な金融要素が含まれているかどうか、変動

対価が存在するかどうか、及び変動対価の見積りは IFRS 15.56 から 58 に従い通
常制限されるのかどうか    

   c. 企業が移転を約定した財又はサービスの内容（他の当事者が財又はサービス

を移転するよう手配する履行義務（すなわち、企業が代理人として行動する場
合）を明確に示す）    

   d. 返品や返金に応じる義務及びその他の類似の義務    

   e. 製品保証の種類及び関連する義務    

   残存する履行義務に配分された取引価格    

 498 IFRS 15.120 企業は、残存する履行義務について以下のすべての情報を開示しているか。    

   a. 報告期間末日現在で未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分された

取引価格の総額    

   b. IFRS 15.120（a）に従い開示する金額に関して、収益を認識すると見込む時期

についての説明。企業は、これを以下のいずれかの方法で開示しているか。    

   （1）残存する履行義務の残存期間に最も適した期間滞を使用した定量的ベー

スによる方法    

   （2）定性的情報を使用した方法    

  IFRS 15.121 以下のいずれかの条件を満たす場合、実務上の便法として、履行義務に関して

IFRS 15.120が要求する情報を開示する必要はない。 

a. 当該履行義務が、当初の予想期間が 1年以内の契約の一部である。    

  IFRS 15.B16 b. 企業が、当該履行義務の充足から生じる収益を IFRS 15.B16に従い認識して

いる。    

   企業が、現在までに完了した履行の顧客にとっての価値に直接対応する金額で顧

客から対価を受け取る権利を有している場合（たとえば、企業が提供したサービス 1
時間につき一定金額を請求するサービス契約）、実務上の便法として企業は請求す
る権利を有する金額で収益を認識することができる。    

 499 IFRS 15.122 IFRS 15.121における実務上の便法を適用しているかどうか、及び顧客との契約から

生じる対価の一部又は全部が、取引価格に含まれていないために、IFRS 15.120 に

従い開示される情報に含まれていないかどうかについて、定性的に説明しているか。    
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    Disclosures made 

    Yes No N/A 

   IFRS第 15号の適用する際の重要な判断    

 500 IFRS 15.123 IFRS 第 15 号を適用する際の判断及び当該判断の変更のうち、顧客との契約から

生じる収益の金額及び時期の決定に重要な影響を及ぼしたものについて開示してい

るか。特に、以下の両方を決定する際に用いた判断及び当該判断の変更について
説明しているか。    

   a. 履行義務の充足の時期（IFRS 15.124から 125参照）    

   b. 取引価格及び履行義務への配分額（IFRS 15.126参照）    

   履行義務の充足の時期の決定    

 501 IFRS 15.124 一定期間にわたり充足する履行義務について、以下の両方を開示しているか。    

   a. 収益認識に使用した方法（たとえば、アウトプット法又はインプット法の説明及

びそれらの方法の適用方法）    

   b. 使用した方法が財又はサービスの移転を忠実に描写する理由の説明    

 502 IFRS 15.125 一時点で充足される履行義務について、顧客が約定した財又はサービスに対する支

配を獲得した時点を評価する際に行った重要な判断を開示しているか。    

   取引価格及び履行義務への配分額の決定    

 503 IFRS 15.126 以下のすべてについて使用した方法、インプット及び仮定に関する情報を開示してい

るか。    

   a. 取引価格の算定。これには、変動対価の見積り、貨幣の時間価値の影響につ

いての対価の調整、及び現金以外の対価の測定が含まれるが、これらに限定
されない    

   b. 変動対価の見積りが制限されるのかどうかの評価    

   c. 取引価格の配分。これには以下が含まれる    

   （1） 約定した財又はサービスの独立販売価格の見積り    

   （2） 契約の特定の部分への値引き（該当がある場合）    

   （3） 契約の特定の部分への変動対価の配分（該当がある場合）    

   d. 返品及び返金の義務並びにその他の類似した義務の測定    

   顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産    

 504 IFRS 15.127 企業は、以下の両方について説明しているか。    

   a. 顧客との契約を獲得又は履行するために発生したコストの金額を算定するにあ

たり用いた判断    

   b. 各報告期間の償却費を算定するために用いた方法    

 505 IFRS 15.128 以下のすべてを開示しているか。    

   a. 顧客との契約の獲得又は履行のために発生したコストから（IFRS 15.91又は

IFRS 15.95に従って）認識した資産の期末残高を、資産の主要区分別（たとえ
ば、顧客との契約獲得のためのコスト、契約前コスト及びセットアップコスト）の
期末残高    

   b. 当報告期間に認識した償却の金額    

   c. 当報告期間に認識した減損損失の金額    

   実務上の便法    

 506 IFRS 15.129 IFRS 15.63 に定められる重要な金融要素の存在に関する実務上の便法の使用を

選択する場合には、その旨を開示しているか。    

   IFRS 15.63 実務上の便法として、契約開始時点で、約定した財又はサービスの顧客への移転時

点と顧客による当該財又はサービスに対する支払時点との間の期間が 1 年以内と
なると見込んでいる場合には、約定した対価の金額を重要な金融要素の影響につい
て調整する必要はない。    

 507 IFRS 15.129 IFRS 15.94 に定められる契約獲得の増分コストに関する実務上の便法の使用を選

択する場合には、その旨を開示しているか。    

  IFRS 15.94 資産として認識したとしてもその償却期間が 1 年以内の場合には、実務上の便法と

して、契約獲得の増分コストを発生時に費用処理することが容認される。    
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